
決算書掲載頁　P133

内
訳

男女共同参画社会の形成に必要な教育・学習機会の提供による男女の意識改革を行う。

受講者ニーズにあった開催時期の調整や現代社会で問題になっている事項なども題材に加える。また、より適した広報
を実施する。
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受講者のアンケートにより満足度や意識改革がわかり、貢献しているといえる。
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講座受講者数が目標に達しなかったた
め、講座内容などを検討する必要があ
る。
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受講者のニーズにあった開催時期の調整、現在社会で問題になっている事項など興味を持ってもらえることを題材に、
男女共同参画推進講座を開催し、受講者の増員をめざす。
「災害と男女共同参画施策の関連」を題材に、人事課のみならず、危機管理室とも共同で職員研修を実施し、広く職員に
「男女共同参画」を認識してもらう。
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河内長野市男女共同参画計画（第３期）に基づき、学習機会の提供・情報提供を行うことによる、固定的な役割分担など
の男女の意識改革を行う。
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直営 平成8年度 男女共同参画社会基本法第9条、第14条、第15条・河内長野市男女共同参画
推進条例第4条、第9条第1項

主に成人に達している河内長野市民約95,000人
市職員

受講者ニーズにあった開催時期の調整や現代社会で問題になっている事項なども題材に加える。また、より適した広報
を実施する。
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・受講者のニーズにあった開催時期の調整、現在社会で問題になっている事項など興味を持ってもらえることを題材に、
男女共同参画推進講座を開催し、受講者の増員をめざす。
・「災害と男女共同参画施策の関連」を題材に、人事課のみならず、危機管理室とも共同で職員研修を実施し、広く職員
に「男女共同参画」を認識してもらう。
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事業：男女共同参画啓発事業                                

 

本市は、人権尊重に基づき性別に関わらず、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同社会の実現

をめざしている。男女共同参画について、広く市民及び市職員の理解を深め、また、意識改革のために学習機会の

提供及び研修を実施した。また、国、大阪府、他市町村などで実施する男女共同参画に関する事業、イベントなど

の情報を収集し提供した。 

 

細事業：男女共同参画啓発事業                     

 

１．男女共同参画推進講座・研修事業 

 

(1) 男女共同参画推進講座 

１０講座 参加者数 延べ３１５人 （内訳：女性 ２１９人  男性： ９６人） 

本市における男女共同参画を推進するために策定した「河内長野市男女共同参画計画（第３期）※」に基づ

き、男女が社会のあらゆる分野で活躍し、自立と平等をめざすために、「自分再発見セミナー（４回シリーズ）」、

「就職セミナー（２回シリーズ）」など意識改革・啓発のための講座を実施した。 

 

   ※ 河内長野市男女共同参画計画（第３期） 

…すべての個人が、責任を分かち合い、個性や能力を発揮できる男女共同参画社会を実現するために、 

平成２０年３月に市が策定した１０年間の法定計画 

 

 (2)  職員研修の実施   

テ ー マ：「防災・減災・復興と男女共同参画」 

講  師：特定非営利活動法人 ＮＰＯ政策研究所  相川 康子  

日  時：５月２５日(金) １４時～１６時 

対象職員：各課から管理職を含め２人以上（嘱託員を含む。） 

参 加 者：７０人（内訳 女性：２２人 男性４８人） 

 

２．男女共同参画情報提供事業 

 

(1)  男女共同参画センターにおける男女共同参画関連図書コーナーの設置 

(2)  生涯学習情報誌（くろまろ情報誌）への記事掲載（年４回） 

(3)  内閣府、大阪府、大阪府立男女共同参画・青少年センター（ドーンセンター）などの男女共同参画に関する

事業及びイベントなどの情報収集、ポスター・チラシ・パンフレットなどの提供 

(4)  生涯学習情報提供システムによる男女共同参画に関する人材・団体・学習情報の提供 

(5)  男女共同参画に関する図書、啓発冊子の展示（於：図書館、年４回） 

「男女共同参画週間」、「女性に対する暴力をなくす運動」、「女性の健康週間」及び講演会や講座に合わせ、関

連図書の展示及びチラシ設置などのＰＲを実施 

 

 


